
大規模災害時における歯科医師の役割



〇歯科医療活動・・・救急歯科医療活動（往診、診療車）

〇歯科保健活動・・・避難所での口腔ケア（災害関連死の予防）

〇身元確認作業・・・死後記録の採取と整理
（警察歯科の役割） 生前資料の収集、照合作業（鑑定書）

災害時歯科に関する大きな流れ



災害が間接的な原因で死亡する「災害関連死」が多くみられます。
実際に2016年4月の熊本地震では亡くなった270人中、215人が災害関連
死として認定されています。

・避難中に車内で疲労による心疾患を起こし死亡した人
・慣れない避難所生活で肺炎状態で死亡した人
・エコノミークラス症候群の疑いで死亡した人 （出典：内閣府公式サイト）

災害関連死



政府が定める災害関連死の定義は「当該災害における負傷の

悪化又は避難所生活等における身体的負担による疾患により

死亡し、災害弔慰金の支給に関する法律に基づき災害が原因

で死亡したものと認められたもの」。

災害関連死とは



阪神淡路大震災における災害関連死(約５千人)死因別割合

当時の災害関連死のうち、約４分の１
は肺炎でそのほとんどは誤嚥性肺炎
だったといわれています。





日本人の死因順位



口腔内を清潔に保つことは災害関連死を減らすことに直結します。

２，歯科保健活動・・・避難所での口腔ケア



〇歯科医療活動・・・救急歯科医療活動（往診、診療車）

〇歯科保健活動・・・避難所での口腔ケア（災害関連死の予防）

〇身元確認作業・・・死後記録の採取と整理
（警察歯科の役割） 生前資料の収集、照合作業（鑑定書）

災害時歯科に関する大きな流れ



検視 検案

引き渡し身元確認作業 家族対応

災害時における遺体の取り扱い概要



検視：警察官により行われ、犯罪に関係があるかどうか調査する。

検案：医師により行われ、死因を調査する。

身元確認作業：歯科医師により行われ、身元不明者の身元を特定
するための資料を採得する。



・指掌紋
・ＤＮＡ型
・歯科所見

主な身元確認方法

などがあります。



身元確認できた15,707名のうち、7.9％の1,242名は歯科所見によるものだった。





歯科による身元確認の具体的な活動内容

1）死後記録の採取と整理

2）生前資料の収集と生前記録の作成

3）照合

4）事後措置等

（日本歯科医師会「大規模災害時の歯科医師行動計画」
身元確認マニュアル 平成25年6月）



死後記録の採取と整理

②デンタルチャートの作成

①口腔内写真撮影

③X線写真撮影

（日本歯科医師会「大規模災害時の歯科医師行動計画」
身元確認マニュアル 平成25年6月）

顔貌写真含む



訓練の様子



訓練の様子



訓練の様子



訓練の様子
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